
一 

○ 総 務 省 告 示 第 四 百 二 十 二 号 

 無 線 設 備 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 電 波 監 理 委 員 会 規 則 第 十 八 号 ） 第 十 四 条 第 三 項 、 第 四 十 五 条 の 三 の 五

第 四 号 及 び 別 表 第 三 号 の 1
3 の 規 定 に 基 づ き 、 平 成 十 八 年 総 務 省 告 示 第 六 百 七 号 （ 設 備 規 則 第 四 十 五 条

の 三 の 五 に 規 定 す る 無 線 設 備 の 技 術 的 条 件 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

  令 和 五 年 十 二 月 二 十 二 日 

                               総 務 大 臣  松 本  剛 明 

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め 、 改 正 前 欄 及 び 改 正 後 欄 に 対 応 し て 掲 げ る そ の 標 記 部 分 に 二 重

傍 線 を 付 し た 規 定 （ 以 下 「 対 象 規 定 」 と い う 。 ） は 、 改 正 後 欄 に 掲 げ る 対 象 規 定 で 改 正 前 欄 に こ れ に

対 応 す る も の を 掲 げ て い な い も の は 、 こ れ を 加 え る 。 



 

二 

 

 

  改  正  後 改  正  前 
設 備 規 則 第 四 十 五 条 の 三 の 五 に 規 定 す る 無 線 設 備 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る こ と 。 設 備 規 則 第 四 十 五 条 の 三 の 五 に 規 定 す る 無 線 設 備 は 、 次 に 掲 げ る 条 件 に 適 合 す る こ と 。 

［ 一 ～ 四 略 ］ ［ 一 ～ 四 同 上 ］ 

五 人 工 衛 星 向 け の 信 号 に Ｇ 一 Ｂ 電 波 若 し く は Ｇ 一 Ｄ 電 波 四 〇 六 ・ 〇 二 八 MH
z

、 四 〇 六 ・ 〇 三 一

MH
z

、 四 〇 六 ・ 〇 三 七 MH
z

若 し く は 四 〇 六 ・ 〇 四 MH
z

又 は Ｇ 一 Ｄ 電 波 四 〇 六 ・ 〇 五 MH
z

、 航 空 機 が ホ

ー ミ ン グ す る た め の 信 号 に Ａ 三 Ｘ 電 波 一 二 一 ・ 五 MH
z

並 び に 位 置 に 関 す る 信 号 に Ｆ 一 Ｄ 電 波 一 六

一 ・ 九 七 五 MH
z

及 び 一 六 二 ・ 〇 二 五 MH
z

を 使 用 す る も の で あ る こ と 。 

五 人 工 衛 星 向 け の 信 号 に Ｇ 一 Ｂ 電 波 又 は Ｇ 一 Ｄ 電 波 四 〇 六 ・ 〇 二 八 MH
z

、 四 〇 六 ・ 〇 三 一 MH
z

、 四

〇 六 ・ 〇 三 七 MH
z

又 は 四 〇 六 ・ 〇 四 MH
z

、 航 空 機 が ホ ー ミ ン グ す る た め の 信 号 に Ａ 三 Ｘ 電 波 一 二

一 ・ 五 MH
z

並 び に 位 置 に 関 す る 信 号 に Ｆ 一 Ｄ 電 波 一 六 一 ・ 九 七 五 MH
z

及 び 一 六 二 ・ 〇 二 五 MH
z

を 使

用 す る も の で あ る こ と 。 

六 Ｇ 一 Ｂ 電 波 を 使 用 す る 人 工 衛 星 向 け 装 置 は 、 平 成 十 七 年 総 務 省 告 示 第 千 二 百 二 十 五 号 （ 衛 星

非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 の 技 術 的 条 件 を 定 め る 件 。 以 下 「 告 示 第 千 二 百 二 十 五 号 」 と い う 。 ）

第 二 項 第 二 号 ㈠ か ら ㈥ ま で に 掲 げ る 各 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

六 Ｇ 一 Ｂ 電 波 を 使 用 す る 人 工 衛 星 向 け 装 置 は 、 平 成 十 七 年 総 務 省 告 示 第 千 二 百 二 十 五 号 （ 衛 星

非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 の 技 術 的 条 件 を 定 め る 件 。 以 下 「 告 示 第 千 二 百 二 十 五 号 」 と い う 。 ）

第 二 項 第 二 号 ㈠ か ら ㈥ ま で （ ㈥ ⑷ は 除 く 。 ） に 掲 げ る 各 条 件 に 適 合 す る も の で あ る こ と 。 

［ 七 ・ 八 略 ］ ［ 七 ・ 八 同 上 ］ 

九 Ｆ 一 Ｄ 電 波 を 使 用 す る 装 置 は 、 告 示 第 千 二 百 二 十 五 号 第 二 項 第 五 号 に 掲 げ る 各 条 件 に 適 合 す

る も の で あ る こ と 。 

［ 新 設 ］ 

［別表略］ ［別表同左］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 及 び 対 象 規 定 の 二 重 傍 線 を 付 し た 標 記 部 分 を 除 く 全 体 に 付 し た 傍 線 は 注 記 で あ る 。 



 

三 

   附  則 

 （ 施 行 期 日 ） 

１  こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 経 過 措 置 ） 

２  電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 ( 令 和 四 年 総 務 省 令 第 六 十 三 号 ) 附 則 第 二 項 の 規 定 に よ

り 型 式 検 定 合 格 の 効 力 を 有 す る と さ れ た 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線 標 識 及 び 衛 星 位 置 指 示 無 線 標 識 で

あ っ て 、 航 海 情 報 記 録 装 置 又 は 簡 易 型 航 海 情 報 記 録 装 置 を 備 え る も の に 係 る 当 該 合 格 の 効 力 に つ い

て は 、 当 該 設 置 が 継 続 す る 限 り 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。 

３  電 波 法 施 行 規 則 等 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 附 則 第 三 項 の 規 定 の 適 用 が あ る 衛 星 非 常 用 位 置 指 示 無 線

標 識 の 技 術 的 条 件 に つ い て は 、 こ の 告 示 の 施 行 後 に お い て も 、 そ の 設 置 が 継 続 す る 限 り 、 な お 従 前

の 例 に よ る 。 

 

 


